
 
 
 
   去る 1月 15 日、西戸山第二中学校で第 10 回の統合協議会が開催されました。まず、安

全部会会長から 12 月 21 日に行われた第 6回安全部会の報告がありました。次に、教育委員会事

務局から、新校のコンセプトについて事務局試案の説明がありました。委員からは、地区計画によ

る、改築に伴う西戸山中南・東側道路に接する学校敷地を２ｍセットバックすることについての結論

が出なければコンセプトの協議は難しいとの意見があったため、今回はセットバックと関連しない部

分のコンセプトについて協議しました。次に、教育委員会事務局から、西戸山中と西戸山小の間の

区道の廃止について、1 月 31 日（水）19：00 から西戸山中で近隣住民に対して説明会を開催する

旨をお知らせしました。次回の統合協議会は 2月 16 日に西戸山中学校で開催予定です。 

 
 

   安全に関する専門部会（安全部会）報告 
 

12月21日に第6回安全部会が開かれました。社会保険中央病院付近のガードの現地調査の後、
西戸山中学校にて下記について報告と協議が行われました。 

 
●通学路の安全対策 社会保険中央病院ガード付近について 
ガード下照度の改善 白色灯新設確認。既存照明の白色化確認。センサーの感度是正依頼。新たに1台設置

できるか確認依頼。 

ガード下歩道の段差解消

ガード下の電柱の移設 

専門学校前の電柱を6cm移設・歩道と車道の段差を解消。 

高田馬場駅側の石の撤去の可否を確認依頼。道路標識等の整理を依頼。巻き込み防止

ポールの設置依頼。 

ガード内の壁のペイント 引き続き小学校の企画等を共に行うようＪＲに要請依頼。 

安全管理の人的配置 中学校の帰宅時間までガード付近にシルバー等の人的配置をするよう依頼。 

  ●通学手段の確保 

都営バス高 71系統の小滝橋車庫から起点（高田馬場）までの通し運行について要請していたが、東京
都交通局より、平成 19年度には行わない旨回答があった。引き続き平成 20年度実施に向け、最大限
努力していく。 
 

新宿西戸山中学校のコンセプトについて 

    事務局試案（抜粋） 

○ 学校内 LANに対応可能な施設を構築し、インターネットへの接続を可能にする。 
○ エレベーターの設置等バリアフリー構造とする。 
○ 地域開放を進めるため、動線に配慮した校舎の配置や、学校内に地域の方々が優先使用でき

るクラブハウスを配置するなど、これまで以上に地域に開かれた学校の整備に努める。 
○ 少人数学習指導、習熟度別学習及び T.Tなど多様化する学習形態に柔軟に対応できるよう、
多目的スペースを確保する。 

○ 生徒・来校者の利便性を確保しつつ、最近の侵入事件等の防止から、防犯カメラ、機械警備、

インターホン及びモニター確認による開錠等について検討する。 
○ 隣接する西戸山小学校との一体利用も視野にいれた校庭整備を検討し、狭隘な敷地を有効活

用できるよう考慮する。 
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※第 10回との記載がありましたが、第 6回の誤りです。
訂正してお詫び申し上げます。 

※ 



    主な意見 
・地区計画に従いセットバックすると敷地面積は何㎡削られるのか。⇒図面で計算すると約 325
㎡の予定です。 
・セットバックは重要な課題であるし、その結論が出なければ道路沿いの樹木をどうするかなど

のコンセプトも考えられない。 
・セットバックの問題を解決するために、設計を発注するまでもう少し余裕がほしい。 
⇒19年 5月から基本設計に入るためには、発注は 4月になる。それまでに校舎の条件等を決め
なければならないため、セットバックが関わらない部分だけでも同時並行で協議していただき

たい。西戸山中道路側の擁壁の解体・新設が必ず伴うセットバックを前提に進め、セットバッ

クしないことになった場合に変更する方が、逆の場合より変更し易いため、その方法を取りた

い。 
・セットバックをしないことになった場合、設計を変更して二度手間になることによる金額の増

を避けたい。いつまでなら避けられるか。 
⇒6月半ばくらいまでには敷地面積が確定していないと二度手間のことが多くなり、設計料の増額
が考えられる。 
・地区計画の変更を求めるため、新宿区都市計画部へ地元町会として要請に行きたいと思う。 
・以前に、西戸山中南・東側道路の擁壁に防災センター建設計画があったと聞いている。地区計

画との関連はどうなっていたのか。 
⇒詳細を調査する。 
・区道が廃止された場合に小学校と中学校の敷地がつながるが、小中の活動の仕方が違うことも

あり、校庭の利用については慎重に、時間をかけて考えないといけないと思う。 
・校庭の常時小中一体利用は難しいかもしれないが、行事の際など敷地が繋がっていることで有

効活用できると思う。どのように共有していくか、運用面についてこれから検討していく余地

はある。 
・西戸山小と新宿西戸山中でグラウンドなどハード面を有効活用するのはよいと思うが、ソフト

面についての小中連携は慎重に考えるべきだ。 
・特定の小学校と中学校だけが一貫的な教育をする場合、他の小学校からその中学校に来た場合

に不公平になる。ましてや選択制である。今回の統合と小中連携の話は別に考えてほしい。 
・小中一貫的な小中連携と、中一プロブレムに対応するような小学校と中学校の教育的な連携が

あるのではないか。 
・中一プロブレムなどに対応するというような小中連携であれば、西戸山小だけでなく、学区域

内の 4つの小学校に関連する。1つの学校に限定することはやめてほしい。 
・公衆電話を学校に置いておけるようにしてほしい。 
・校内 LANのなかに PTA室も入れてほしい。 
・西戸山グラウンドを優先的に使わせてもらいたい。 
・地下に座席常設の文化ホールと奥行のある舞台を作ってほしい。 
・（生徒用の）男女別の更衣室をつくってほしい。 
・防災倉庫は 1階に設けてほしい。 
・同窓会室を設けてほしい。 
・習熟度別授業や、選択の授業のために、普通の教室の半分くらいの大きさの教室があるとよい。 
・空調のバランスをよくし、教室内で寒いところと暑いところの差が出ないようにしてほしい。 
・黒板の位置を工夫して、端から見ても黒板が光らずきちんと見えるようにしてほしい。 
・ロッカーなど個人の持ち物の収納場所を設けてほしい。 
 

連 絡 先 新宿区教育委員会 教育環境整備課 〒160-8484 新宿区歌舞伎町１－４－１ 

        TEL 5273-3107 FAX 5273-3510 E-mail kyoikukankyo@city.shinjuku.tokyo.jp 


